
θ写真1

糸満市庁舎屋上の太陽電池

パネル架台

写真提供 ：糸満市及び

沖縄ガルバ（株）

＜写真2

南面ルーバーと屋上に太陽電

池パネルを配置 した糸満市庁

舎。

全体で195KWの 発電能力を

持つ。

● このパ ンフ レッ トの内容は 日本鉱業協会鉛亜鉛需要 開発 セ ンターのホームペ ージ （http：〃www．jlzda、gr．jp1）でも御 覧いただ けます。



溶融亜鉛 めっき作業指針のJIS改 正

はじめに

JISH9124「 溶融亜鉛めっき作業指針」が平成11年9月

20日付けで改正公示されました。

改正前は規格名称が 「溶融亜鉛めっき作業標準」でした

が，作業標準が国家規格として規定されるべ きものではな

いという考えに基づき，「溶融亜鉛めっき作業指針」とい

う名称に変更 されました。規格内容 も，溶融亜鉛めっき

（JISH8641） ，溶融亜鉛めっき試験方法 （JISHO401） が

改正 されたので，国際規格，関連規格との整合性を図るた

めに改正 されました。以下，主な改正点について解説 しま

す。

1． 規格本文の主な改正点

ユ．「序 文 」 が つ き， 国際 規 格 との 関 連 が 記 載 され ま した。

2． 「1適 用 範 囲 」 にお い て ，備 考 と して対 応 す る 国 際 規

格 が記 載 され ま した。

3． 「2．引用 規 格 」 が 規 定 さ れ ， そ れ らの 規 格 は ， この 規

格 の規 定 の1部 を構 成 す る こ とが 明 示 され ま した。

4． 「3．素材 」 の規 定 の 中 で 「表1め っ き に適 さな い 素材 」

の表 面 状 態 に 関す る現 象 の 内 容 が 変 更 され ま した。

また ， 「表2予 防 措 置 」 の 中 で ， 「C）材 厚 に大 き な差

の あ る組 み 合 わせ 部 材 の 溶 接 部 が あ る構 造 物 」 が 追 加

され ， 「材 厚 比 が3対1を 超 え る部 材 の 組 み 合 わ せ は避

け る。」 と記 載 され ま した。

5． 「4．前 処 理 」 の規 定 の 中 の 「4、1脱 脂 」 の アル カ リ脱

脂 ，有 機 溶 剤 脱 脂 の 記 載 が 廃 止 され ま した。

6． 「6．め っ き」 の規 定 の 中 で 「6．3め っ き作 業 」 の （4）

た れ き り， （5） 冷 却 ， （6） ドロス 及 び酸 化 物 の記 載

が 廃 止 され ま した 。

7． 「7． め っ き 不 良 品 の 処 置 」 の 内 容 が 変 更 さ れ ，

「7．1不 め っ き部 の補 修 」， 「7．2補 修 方 法」， 「7．3不

め っ き以 外 の 不 良 品 の 処 置」 が新 た に規 定 さ れ ま した 。

皿．解説の主な改正点

1． 「ま えが き」 に今 回 の 規 格 の改 正 の 趣 旨等 が 記 載 され

ま した。

2． 「2．素 材 」 の 「2．1素 材 の分 類 」 の解 説 が 廃 止 され ま

した。

また ， 「素 材 の管 理 」 の 中 で ， 「a）け い 素 （Si）の 影

響 」 の 中 で解 説 図2が 追 加 され ， 解 説 図1と 解 説 図2

に対 す る コ メ ン トが 記 載 され ま した 。

さ ら に， 「b） りん （P）の影 響 」 が 新 た に 記 載 さ れ ，

解 説 図3及 び解 説 図4が 掲 載 され ま した。

3． 「3．5予 防措 置 を必 要 とす る 素 材 」 の 「3．5’1」 で

は 重 ね 合 わせ 溶接 に栓 溶 接 を含 め た詳 しい 解 説 に 改 め

られ ま した。

「3．5．3」 の 溶 接 ス ラ グ に対 す る解 説 及 び解 説 図7

が改 正 され ま した。

ま た ， 「3．5．4」 に 熱 間 圧 延 鋼 材 と鋳 鉄 を は じめ ，

異 な る材 質 ，化 学 成 分 ， 表 面 状 態 の 組 み合 わ せ に つ い

て の解 説 が 改 正 され ま した 。

「3．5、5構 造 上 の 問 題 」 で 旧 解 説 が わ か りや す く編

集 し直 さ れ ， さ ら にパ イ プ な どの 中空 体 の 接 続 部 ， 端

部 の 開 口穴 ， 空 気 抜 き穴 な どの サ イ ズ等 が 具 体 的 に記

載 さ れ ま した。

「3．5．5，4」 の解 説 図14の 解 説 中 の 「例 」 が 廃 止 さ

れ ま した。

「3，5．7」 に， め ね じ類 の取 り扱 い に つ い て詳 細 に

解 説 を加 え改 正 され ま した 。

4． 「7．め っ き不 良 品 の処 置 」 に不 め っ き部 の 補 修 を行 う

こ とが で きる面 積 は 国 際 規 格 に記 載 さ れ た 規 定 に よ る

こ とが 明 示 され ま した。

5． 「皿．主 な改 正 の箇 所 と内 容 」 は廃 止 され ま した 。

6． 「10．JISと 国 際 規 格 の 整 合 性 」 が 新 た に項 立 て され ，

「解 説 付 表JISと 対 応 す る 国 際 規 格 との 対 応 表 」 が 記 載

され ま した。

以 上
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